
追 加 議 事 日 程（１）

第１回臨時会

R４.３.31 午後１時 30 分

狛江市防災センター４階会議室

１ 審議事項

（１） 議案第 19 号

狛江市奨学資金支給条例施行規則の一部を改正する規則



議案第 19 号

狛江市奨学資金支給条例施行規則の一部を改正する規則

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和４年３月 31日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

狛江市奨学資金の支給に当たり，本事業をより適正かつ円滑に運営するた

め，所要の改正を行う。



狛江市奨学資金支給条例施行規則の一部を改正する規則（案）

令和４年 月 日

教育委員会規則第 号

狛江市奨学資金支給条例施行規則（昭和45年教育委員会規則第19号）の一部を

次のように改正する。

付 則

この規則は，公布の日から施行する。
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議案第19号 別紙
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